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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第71期

第１四半期
連結累計期間

第72期
第１四半期
連結累計期間

第71期

会計期間
自 平成27年３月21日
至 平成27年６月20日

自 平成28年３月21日
至 平成28年６月20日

自 平成27年３月21日
至 平成28年３月20日

完成工事高 (千円) 8,412,178 8,995,397 41,544,921

経常利益 (千円) 283,927 506,259 3,165,366

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 140,762 336,665 1,969,055

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 482,847 284,134 1,325,169

純資産額 (千円) 19,178,096 20,008,561 19,977,132

総資産額 (千円) 28,189,261 29,425,132 31,190,838

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 5.55 13.32 77.79

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 68.0 68.0 64.0
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

    ２. 完成工事高には、消費税等は含まれていない。

　　 ３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。

４.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としている。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はない。

 また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

 なお、重要事象等は存在していない。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の減速の影響等から輸出・生産面に鈍さが見ら

れるものの、個人消費は雇用・所得環境の着実な改善を背景に底堅く推移しており、景気は緩やかな回復基調で

推移した。

建設業界においては、政府建設投資が減少したが、民間設備投資は企業収益が改善する中で、緩やかな増加基

調を続けており、受注環境は比較的堅調に推移した。その一方で、技能労働者不足による生産能力の低下、労務

費のコストアップ問題等が長期化してきており、当社グループを取り巻く経営環境の先行きは依然として楽観で

きない状況にある。

このような経営環境のもと、当社グループは総力をあげて当社グループの独自の技術・商品を活用した積極的

な営業活動及び生産システム改革による経営の効率化を推進してきた。この結果、当第１四半期連結累計期間の

業績は、受注工事高が前年同四半期比3.8％増の138億５百万円、完成工事高が前年同四半期比6.9％増の89億９千

５百万円、営業利益が前年同四半期比91.5％増の４億７千５百万円、経常利益が前年同四半期比78.3％増の５億

６百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同四半期比139.2％増の３億３千６百万円となった。

なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期、特に第４四半期連結会計

期間に偏る傾向があり、上半期特に第１四半期の計上額は相対的に少なくなる。

 

（2）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比17億６千５百万円（5.7％）減の294億２千

５百万円となった。資産の部については、現金預金が23億９百万円増加したが、売上債権の回収により、受取手

形・完成工事未収入金が40億９千９百万円減少した。

負債の部については、前連結会計年度末比17億９千７百万円（16.0％）減の94億１千６百万円となった。未成

工事受入金が４億７千５百万円増加したが、工事未払金が12億６千３百万円減少した。

純資産の部については、前連結会計年度末比３千１百万円（0.2％）増の200億８百万円となった。親会社株主

に帰属する四半期純利益を計上した結果、利益剰余金が８千３百万円増加した。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はない。

 

（4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発費は２千９百万円である。なお、当第１四半期連結累計期間にお

いて当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年６月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月２日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 26,927,652 26,927,652
東京証券取引所
(市場第一部）

単元株式数
100株

計 26,927,652 26,927,652 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はない。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はない。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はない。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年６月20日 ― 26,927,652 ― 5,000,000 ― 4,499,820
 

 

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できないので、直前の基準日である平成28年３月20日現在の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

   平成28年３月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

1,657,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式　

25,243,500
252,435 ―

単元未満株式 普通株式 27,152
 

― ―

発行済株式総数 26,927,652 ― ―

総株主の議決権 ― 252,435 ―
 

(注) １　発行済株式はすべて普通株式である。

２　「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,000 株（議決権30個）含

まれている。

３　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が59株含まれている。

 

② 【自己株式等】

  平成28年３月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式）
株式会社ヤマト

群馬県前橋市古市町
118番地

1,657,000 ― 1,657,000 6.15

計 ― 1,657,000 ― 1,657,000 6.15
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はない。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成28年３月21日から平成

28年６月20日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年３月21日から平成28年６月20日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 3,972,703 6,281,975

  受取手形・完成工事未収入金 ※２  12,503,248 8,403,489

  有価証券 － 54,700

  未成工事支出金等 2,274,515 2,690,540

  その他 775,669 421,960

  貸倒引当金 △36,669 △32,550

  流動資産合計 19,489,466 17,820,116

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 2,706,422 2,665,340

   その他（純額） 2,726,879 2,708,717

   有形固定資産合計 5,433,301 5,374,057

  無形固定資産 125,864 128,609

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,800,267 5,732,909

   その他 341,937 369,438

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 6,142,204 6,102,348

  固定資産合計 11,701,371 11,605,016

 資産合計 31,190,838 29,425,132

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 5,699,754 4,435,761

  未払法人税等 843,873 48,312

  未成工事受入金 1,751,694 2,227,340

  賞与引当金 769,691 229,174

  引当金 61,828 41,644

  その他 1,359,004 1,748,757

  流動負債合計 10,485,846 8,730,991

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 217,471 211,955

  退職給付に係る負債 239,478 229,492

  その他 270,909 244,131

  固定負債合計 727,859 685,579

 負債合計 11,213,705 9,416,571
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月20日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,000,000 5,000,000

  資本剰余金 4,499,820 4,499,820

  利益剰余金 9,947,692 10,031,651

  自己株式 △503,986 △503,986

  株主資本合計 18,943,526 19,027,486

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 793,558 757,545

  退職給付に係る調整累計額 240,047 223,529

  その他の包括利益累計額合計 1,033,605 981,074

 純資産合計 19,977,132 20,008,561

負債純資産合計 31,190,838 29,425,132
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
　至 平成27年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
　至 平成28年６月20日)

完成工事高 8,412,178 8,995,397

完成工事原価 7,776,047 8,128,936

完成工事総利益 636,131 866,461

販売費及び一般管理費 387,801 390,936

営業利益 248,329 475,524

営業外収益   

 受取利息 1,368 1,361

 受取配当金 23,701 17,688

 受取賃貸料 6,446 7,485

 その他 11,509 10,673

 営業外収益合計 43,025 37,208

営業外費用   

 支払利息 3,168 2,466

 賃貸費用 3,148 3,086

 その他 1,110 920

 営業外費用合計 7,428 6,473

経常利益 283,927 506,259

特別損失   

 固定資産処分損 7,321 －

 特別損失合計 7,321 －

税金等調整前四半期純利益 276,605 506,259

法人税、住民税及び事業税 11,484 15,082

法人税等調整額 124,358 154,511

法人税等合計 135,842 169,594

四半期純利益 140,762 336,665

親会社株主に帰属する四半期純利益 140,762 336,665
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
　至 平成27年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
　至 平成28年６月20日)

四半期純利益 140,762 336,665

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 334,664 △36,012

 退職給付に係る調整額 7,419 △16,518

 その他の包括利益合計 342,084 △52,530

四半期包括利益 482,847 284,134

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 482,847 284,134
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【注記事項】

(会計方針の変更)

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の

持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計

上する方法に変更した。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会

計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に

反映させる方法に変更する。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っている。当該表示の変更を反映させるた

め、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを

行っている。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用している。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はない。

 
　（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微である。

 

（会計上の見積りの変更）

　（退職給付に係る負債の過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理年数の変更）

従来、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理年数を15年としていたが、従業員の平均残存勤務期間が短

縮したため、当第１四半期連結会計期間より費用処理年数を10年に変更している。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は、それぞれ20百万円増加している。

 

(追加情報）

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人

税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実

効税率は、従来の32.8％から平成29年３月21日に開始する連結会計年度及び平成30年３月21日に開始する連結会計

年度に解消が見込まれる一時差異については30.7％に、平成31年３月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見

込まれる一時差異については30.5％に変更となる。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が12,748千円、その他有価証

券評価差額金が16,737千円、退職給付に係る調整累計額が5,146千円、法人税等調整額が9,135千円それぞれ増加し

ている。
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(四半期連結貸借対照表関係)

 

 　１ 受取手形裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度

(平成28年３月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月20日)

受取手形裏書譲渡高 101,485千円 167,061千円
 

 

※２ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残

高に含まれている。

 

 
前連結会計年度

(平成28年３月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月20日)

受取手形  70,691千円 ― 千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

 

　１ 売上高の季節的変動

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年３月21日 至 平成27年６月20日)及び当第１四半期連結累計期間(自 

平成28年３月21日 至 平成28年６月20日)

当社グループの完成工事高は、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第

１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期間の完成工

事高が著しく多くなるといった季節的変動がある。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
至 平成27年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
至 平成28年６月20日)

減価償却費 63,567千円 89,598千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年３月21日 至 平成27年６月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月16日
定時株主総会

普通株式 203,078 8 平成27年３月20日 平成27年６月17日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はない。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はない。　

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年３月21日 至 平成28年６月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月15日
定時株主総会

普通株式 252,705 10 平成28年３月20日 平成28年６月16日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はない。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はない。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成27年３月21日  至  平成27年６月20日)

当社グループは設備工事業単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

 
当第１四半期連結累計期間(自　平成28年３月21日　至　平成28年６月20日)

当社グループは設備工事業単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
至 平成27年６月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
至 平成28年６月20日)

１株当たり四半期純利益金額    5円 55銭  13円 32銭

    (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円） 140,762 336,665

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(千円）

140,762 336,665

   普通株式の期中平均株式数（千株) 25,382 25,270
 

(注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

(重要な後発事象)

　該当事項なし。

 

２ 【その他】

　該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年８月２日

株式会社　ヤマト

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　宮　一　行　男　　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　川　村　英　紀　　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤマト

の平成28年３月21日から平成29年３月20日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成28年３月21日から平成28

年６月20日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年３月21日から平成28年６月20日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヤマト及び連結子会社の平成28年６月20日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管している。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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